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行政センターは社会教育を推進するための
社会教育施設　です。　　　　　　　　　　


　※利用登録するには、以下の要件を満たしている必要があります。　

登録要件：社会教育施設の目的に合った団体であること。
□概ね５名以上で構成し、半数以上が市内在住または在勤者であること。
□名称に家元・流派の名称等を使用していないこと。
□組織、活動内容、会費等についての定め及び会員名簿があること。
□会員加入・脱退については個人の自由意志とし、常に公平・平等の民主的
運営が行われていること。
※講師と代表者は兼ねることができません。

利用要件：社会教育施設を利用するには、以下の事項を遵守すること。

□秩序を維持し、施設及び設備を損傷しないこと。
□営利を目的とする行為をしないこと。
□政治的又は宗教的活動をしないこと。
□他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれののある物品を持ち込まないこと。
□許可を受けないで物品の展示及び販売並びに印刷物等の掲示をしないこと。
□火災、盗難その他災害の防止に配意すること。
□その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

利用時間は次の３区分です上記の要件を満たしているかチェック✓して
提出してください。

お問い合わ
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